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去 る4月16日,郵 政省は中波の国 内割 当計画を修正 した.昨 年秋 に作成 され た国際的周波数割

当計画を基礎 とす るものであ る.こ こでは,2回 にわた っての地域主管庁会議 にお ける中波国際再

編の模様を,採 択 された技 術基準 等を中心 に総括的 にとりまとめ紹介す る.

1.　ま え が き

中波放送 とい うのは,525～1,605kHzの 周波数帯 を

使 用す る放送の こと.こ の中波放送用周波数帯 の割 当計

画を国際的に策定す るための地域主管庁会議が,一 昨年

(10月7日 か ら3週 間,第1会 期)と 昨年(10月6日 か

ら7週 間,第2会 期)の2回 にわた ってスイスの ジュネ

ー ブ市で開かれた.い わゆ る中波放送 の国際的再編成の

ための会議で ある.

過去数年間 にお けるわが 国放送界等関係筋 の最大関心

事 の ひとつで もあ った.そ して,国 際電気通信条約 に付

属す る,無 線通信規則第5条 第1節 に規定す る第1地 域

(東 ・西 ヨー ロッパ,ア フ リカ等)お よび第3地 域(ア ジ

ア等)に またが って,一 応 の周波数割 当計画が,国 際協

調 の精神 を基礎 に して 出来上 った.昨 年11月22日 午前

1時 頃(ジ ュネーブ時間)の こと.参 加各 国のほとんどが

協定 および最終議定書 に署名 したか らである.

2.　 地 域 主 管 庁 会 議 の背 景

ところで,50年 の歴史 を有す る中波放送(1920年 に米

国 で誕生 し,わ が 国においても,1925年 に東京,大 阪,

名古屋 において放送 開始)に いまどき再編成 のための主

管庁会議 が開かれるに至 った背景 は何 だ ったのか.主 な

理 由は次 のとお りで あろう.

第一 の理 由 としては,中 波放送 とい うのは経済的 にき

わめて効率 の良 い媒体 であ ることがあげ られよ う.つ ま

り,比 較 的に安い費用で広 いエ リアをサー ビスす る こと

が可能だか らであ る.別 な角度か らこの経済 性を説明す

ることもで きる.た とえば,昭 和49年 度にお けるわが

国の中波 によ る民 間放送 の売 り上 げ(タ イム,ス ポ ッ ト

の売上げ,ス ポンサーか らみれば広告費)は495億 円 で

あ る.こ れは400kHz程 度 の周波数帯域(民 放が使用 し

てい るおおよその帯域)を 使 っての もので ある.テ レビ

は数百MHzも の帯域 を使 って3,917億 円の売 り上 げ で

あ ることと対比す ると,中 波放送 の単位周波数帯域 幅の

稼 ぎは大変 な もので はないか.

もし,単 位周波数 当 りの水揚 げをもって,土 地 の値段

に対応 して電波 に値段 をつ ける ことが許 され るな らば,

中波放送用 周波数帯 とい うのはかなり高価 な ものだとい

えるのではなかろ うか.商 業放送 を実施 して いない国に

このよ うな理屈 は成 り立 たないに しても これ に対応す る

何 らかの効果 とい うのは当然 あるはず.と い うことは,

ど この国だ って中波放送 のメ リッ トを認 め,こ れ を積極

的に行 いたいとい うことになろう.

第二 の理 由 としては,中 波放送用電波が昼 と夜 とで,

その伝 わ り方 が異 なるとい うことに求め ることがで きよ

う.す なわち,昼 間は地表 をは うように伝 わるが(地 表

波.わ が国は地表波 によるサー ビスを前提 に して いる),

夜間には地 表をは うほかに,地 上100～300kmの 高 さに

でき る電 離層で反射 して相 当遠方 まで伝 わる(空 間波)

よ うになる.

それ故,開 発 途上国等 が遅ばせ なが らも中波放送 に本

腰を入れよ うとすれば,こ の夜 間の伝搬特性 のために割

り込む余 地す らない とい うのが現実で ある.か て て加え

て,地 域的にチ ャンネルセパ レー ションが異 な り搬送周

波数が違 うために起 こるビー ト混信 のために,利 用で き

る周波数の制約 は著 しい ものがあ る.こ れは"早 い者勝

"The Story of Frequency Assignments to MF Broadcasting Sta-

tions in Region 1 and 3" by Shinzaburo Tanaka and Satoshi 
Tateno (Radio Regulatory Bureau, Ministry of Posts and Te-
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ち"的 に周波数利用がな されて きた ことに対す る開発途

上国の不満(特 に アフ リカ諸国の西 ヨー ロッパ諸国に対

す るものが代表例)の 表明につなが り,電 波の世界の南

北問題へ と発展 して きたわ けであ る.

歴史的 には,1966年 ジュネー ブで開かれたア フ リカ放

送会議(地 域主管庁会議)は,ア フ リカ地域の中波放送

用周波数割当計画を作 成す るにあた り,ヨ ー ロッパ放 送

地 域 と同一の技術基準を採用 したが,隣 接す る中近東諸

国お よびア ジア地域で はこれ と異 な った ものを採用 して

い るため,満 足な もの を作れなか った.特 に,チ ャンネ

ルセパ レー シ ョンの差 によ る夜間の ビー ト混信(ピ ー と

い う音 がき こえ る)が 問題にな った.

このため,会 議 は第1地 域 と第3地 域の西部 地区(イ

ラン,ア フガニス タン,パ キスタ ン,イ ン ド等)と の共

通 技術基準によ る周波 数割当計画作成 のために地 域主管

庁会議の開催を要請 した.

ITUの 管理理 事会は,1969年 以来 この問題 を審 議 し,

含 め る国の範囲等 で もめなが らも,1973年 の第28会 期

において第1お よび第3地 域の合 同地域主 管庁会議 を2

回に分 けて開催す ることを決定 したのであ る.す なわち

第1会 期 は,第2会 期で作成 す る周波数割当計画 の基礎

とな る技術上,運 用上の基準を作成 す ることを 目的 とし

第2会 期 は,第1会 期 の決定を受 けて周波数 割当計画 を

具 体的に作 成す ることを 目的にす ると.

3.　 技 術 基 準 等

周波 数割当計画作成 のための技術 基準 は第1会 期 にお

いて一応 の決定 をみていた。第2会 期 の審 議を振 り返 っ

て相当な意味を持 った と思 われ るものを中心 に,以 下 に

幾つ か紹介す る.

(1)　 割 当計画 の原則

まず,ど のよ うな原則 に基づ いて周波数割 当計画 を作

るか とい うことにつ いて である.西 ヨー ロッパ諸 国は,

「ある国の人 口の100%が ひとつ のプ ログラムを聴取で

きる状態 を もってカバ レージユニ ッ ト(coverage unit)

を定 義 し,各 国が平等 のユニ ッ ト数 になるようにすべ き

だ」 と主張 した.彼 らの主張 は同 じ国民で あれ ば,辺 境

の住民で あれ,都 会 の住民で あれ,等 しく同 じ番組 を受

信す る権利 があるはず だ と.た だ しこの場合,外 国か ら

のプログラムも勘定 に入れ る.

イ ン ド,パ キスタ ンなどのよ うに複数言語が使 われて

いる国は,各 国 同 じユニ ッ トで は困 ると主張 した.日 本

な ど商業放送 をかかえて いる国 も別 な観点か ら複数プ ロ

グラムを主張 した.英 国 も.中 国 は開発途上国のニーズ

に対 して特別 な配慮を加え るべ きだ と主張 した.

その結果,「 大 きい国で あれ,小 さい国であれ,す べて

の国が等 しい権 利(equal right)を 有す る.各 主管庁の

ニーズに基礎 を置き,す べて の人 に満足 な受信状況を提

供す る もの でなけれ ばな らない し,そ の際,各 国 の異 な

る条件 と くに開発途上国 のニーズを考慮 に入れ る」 とい

う定性的原則が まとまったわ けで あった.第2会 期 で,

関係地域10,000局 余 にものぼ る中波放送局(う ち計画

局が約5割)に 対 し,531kHzに 始ま り1,602kHzで 終

る,9kHzの 整数倍 に相当す る120波 を使 って周波数割

当作業を敢行 したの も,こ の原則 に準拠 した とい って よ

い.た だ し,「すべての人 に満足 な受信状況を提供す る」

ことになったか どうかを判断す るに は,も う少 し時間の

経過が必要で あるか もしれない.

(2)　 搬送周波数 とチ ャンネルセパ レーシ ョン

第1会 期 にお いて,「 ビー ト混信 の 除去 の ために 中波

放送 のチャ ンネル セパ レーシ ョンは一様 に9kHzと し,

そ の整数倍を搬送周波数 にす る」とい うことが決 まった.

簡単 にこの結論が 出た のではなか った.次 の4つ の案

が鋭 く対立 したのであ った.

(a)　 チ ャンネル セパ レー シ ョンを10kHzと し,そ

の整数倍を搬送周波数 にすべ きだ とす る案.わ が国 など

ア ジア諸国が主張 した.こ れ は第3地 域の現行 どお りで

あ る。

(b)　 チ ャンネル セパ レー シ ョンを8kHzと し,そ の

整数倍を搬送周波数にすべきだ とす る案.西 ヨー ロッパ

諸国の主張であ る.こ れによ って135の チ ャンネルが設

定 できる.西 ドイツを中心 とす る西 ヨー ロッパ 諸国の研

究成果 によれば,チ ャ ンネル セパ レーシ ョンを8kHzに

すれば最 も有効 な周波数の利用方 法が見 出せ るとい うこ

ともCCIR等 の場 に報告 され ていた.

(c)　 チ ャ ンネルセパ レー ションを9kHzと し,そ の

整数倍を搬送 周波数にすべ きだ とす る案 アフ リカ諸 国

の主 張であ る.

(d)　 でき るだけ コペ ンハーゲ ン・プ ラン(1948年 東

・西 ヨー ロッパ 諸国が コペ ンハーゲ ンに集 って作成 した

中波放 送用周波 数割当計画.8,9,10kHzの チ ャンネル

セパ レー ションが混在 し,搬 送 周波数 もセパ レー ション

の整数倍 にな っていない.波 数 は121個.こ の点 につ い

ては,1966年 に できたアフ リカ地域 のプラ ンも同様で あ

る)の 搬送周波数 を継続 したいとす る案.ソ 連 など東 ヨ

ー ロッパ諸 国の主張 である.

第1会 期 の終盤 に近 いころ,わ が 国は第3地 域 の意見

を9kHzの 整数倍 にと りまとめることに踏 み切 ったので

あ った.た だ し,9kHzの 整数倍 に統一す るひとつの条

件 として,現 行周波数 を ±4kHzの 範囲で動かす ことを

提案 した.こ の条件 は現行周波数 を大幅 に動かす ことに

よ る費用の増大 を懸念 した アフ リカ諸 国等 の開発途上 国
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に受 けた.ソ 連 など東 ヨー ロ ッパ諸国 も支持 した.西 ヨ

ー ロッパだ けが孤立 したわ けであ る.

しか し,西 ヨー ロ ッパ諸国 は 「もし,1975年 の第2会

期 で充分に検討 した結果,出 席主管庁の多 くが割 当て素

案 に対 して不満を表明 した場合に は,9kHz以 外 のチ ャ

ンネルセパ レー ションを採用す ることもあ る」 との決議

文 を上程 して,こ れを認め させた.さ らに,英 国にいた

っては,会 議の 最終時点 において,「8kHzセ パ レー シ

ョンでなければ,第2会 期 中に作成 され る割 当て案 に対

し,各 国の充分 な満足 は得 られない もの とみ られる し,8

kHzセ パ レー ション採用 の可能性 を残すべ きだ」 とす る

声 明文 を発表す る始末 であった.

第2会 期 で西 ヨー ロッパ諸 国,と りわけ英 国の予想 し

たよ うな事態 は生 じた であろ うか.ノ ーで ある.な んと

か まとめたいとす る開発途上 国の意気込 みの前 には,蒸

し返 しで セパ レーシ ョン問題 を持 ち出す ことはまった く

不可能 であった.

(3)　 空間波 の推定法

第1お よび第3地 域 の合同主管庁会議 を開催せ ざるを

得 なか った理 由のひとつ に,夜 間 における空間波 の存在

が あることをす でに述べ た.に もかかわ らず,空 間波強

度の推定法 につ いて,統 一 された ものが なか った のであ

る.第1会 期で,第1地 域各国 は,第13回CCIR総 会

(1974年)で 勧告 された方法(勧 告368-2,中 国だ けは

留保)を 採用す るように主張 した.第3地 域のなかで も

オース トラ リア,ニ ュー ジー ラ ンドが支持 した.

地球 もひとつの磁石で ある.磁 石が作 り出す場(磁 界)

のなかを電波が伝わ るときには,か なり複雑な影響を受

ける.こ の ことを ソ連等の研究成果を基礎に してま とめ

た方法で あった.中 国 はソ連の研究成果に基づ くことが

面 白 くなか ったのか,こ の方法 は低緯度地方に位置す る

多 くの開発途上国に は不利で あり,ソ 連な ど高緯度地方

の国に有利で あると して反対 した,さ らに この方法 は計

算がす こぶ る厄介であ ると.

計算が厄介で ある点 について は,わ が国 も同意見であ

った もし簡易 な方法,た とえば カイロ曲線(1934年 か

ら1937に わた って,ヨ ー ロ ッパ と北ア メ リカ間(東 西方

向)の 伝搬路お よび南北 アメ リカ間(南 北方向.N/S)の

伝搬路 につ いて 実測 した結果 に 基づ き,1938年 のカ イ

ロ会議で一応合意 に達 したもの)な どを採用 しようとい

う動 きが出れば,そ れ に応 じて もよい とい う姿勢で あっ

た.中 国 は最後 まで主張を変え なか った.そ の結果,オ

ー ス トラ リア,ニ ュー ジーラン ドを除 く第3地 域で は,

わが国 も含めて カイロN/S曲 線を使 うことにな ったので

あ った.

第2会 期の冒頭,オ ース トラ リアは,第1会 期以降の

実測デー タを基礎 に して,オ ース トラ リア,ニ ュージー

ラン ドで も他の第3地 域の国 と同 じくカイ ロN/S曲 線 を

使 い,こ れに多少 の修 正を加 えた ものを採用 したい,つ

ま り次式 で推定 したいといい出 した.

CairoN/S+4ln(4)-20(dB)

こ こに,dは 距離(km)

この式 を使 うことが許 され なければ,カ イロN/S曲 線そ

の もので もよいと主張 した.ど の国 も支持 しなか った.

オース トラ リアは,第1会 期 の決定 に従い ヨー ロッパ等

第1地 域で使用す るもの に若干の修正を加えた ものを使

わ ざるを得なか った.

また,フ ラ ンスは,地 球磁界の影響を電波伝 搬路 の位

置 によって補正す る項が,CCIR勧 告の推定法 に含 まれ

てい るのであ るが,こ れ も伝搬路が磁気 東西 と南北 によ

ってかな り差があ るので,こ の点 も再検 討すべ しとい う

提案を した.し か し,こ れ も支持 されなか っだ 参加各

国等 しく,第2会 期 において第1会 期 で一応 決ま った基

準に手をつ けると混 乱が生 じ,周 波数割 当計画策定 にま

で到達 しない ことを心配 したか らである といえよ う.

(4)　 公称 電界強度 と実 用電界 強度

一般 に周波 数割当計画作成 にあた っては,雑 音 だけで

きまる最低保 護電 界強度 とい うものを基準 にとる.混 信

について は,そ れが問題にな らない波数 の組合せ を採用

す ることによ って避 け るわけである.し か しなが ら,中

波放送にあ っては,夜 間の場合,混 信 がない状態 という

ものは もはや考 え られない といって も過言で はない.

今 回の主 管庁会議(第1会 期)に おいて,は じめて,

雑音 のほかに,混 信 もあ るとい う条件で,公 称電界強度

(Nominal Usable Field Strength, Enom)と 実用電界強

度(Usable Field Strength, Eu)と い うものが定義 され

た.Enomが 計画作成の 基準 と して 各 国の合意 によ って

決 まる最低電 界強 度値 で あるのに対 し,Euは 計画作成

の結果,実 際に得 られ る最低電界強度値で ある.

これ ら2つ の電界強度 につ いても う少 し具体的 に述べ

てお こう.

Enomに つ いては(1MHzに お いて),自 然雑音 に打 ち

勝つ ために必要 となる 「電界強度の 最小値」(Minimum

Field Strength, Em)」 とい うものを地域的 にきめ,そ れ

に基づ いて定義 した.Emの 値 は,北 半球温帯地域で は

60dB/1μVm,熱 帯地域で は70dB/1μVm,南 半球温帯地

域で は63dB/1μVmで あ る.な お,電 界強度 の最小値 を

定義す るためには,人 工雑 音 も考慮 しなければ ならない

はずで あるが,量 的分布 を把握す ることは至難 なので,

これを除外 して考 える ことに した.

た とえば,地 表波 サー ビスの場合,昼 間 は,自 然雑音

によ り,放 送区域が通常制 限 され る.し たが って,こ の
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場 合 のEnomはEmで 与 え られ る値 と同 じに な る.し か

しな が ら,他 の放 送 局 に よ る地 表 波 の混 信 が あ る場 合 に

は,EnomはEm+3dBと 考 え る 、 もち ろん,人 工 雑 音

の高 い と ころ で は もっ と高 い値 に な る.

夜 間 で,同 一 放 送 局 の空 間 波 の干 渉 に よ る フ ェ ーデ ィ

ング で 制 限 され な い 場 合 に お け る,地 表 波 サ ー ビス の

Enmは 次 式 で定 義 され た.

Enom=Em+X(dB)

こ こに,X=11dB地 方(村 落 部)の 場 合

X=17dB都 市 の 場 合

地 表 波 サ ー ビス を 前 提 とす るわ が 国 の 場 合 に は,Em=

60dBで あ るか ら,一 般 的 に は .Enom=71dBと い うの が

周 波 数 割 当 計 画 作成 の 目標 値 で あ った.

ま た,Euは 次 式 で定 義 され た.

ここに,Eniはi番 目の妨 害局の電界強度(μV/m).

aiはi番 目の妨害局 に対す る混信保 護比で数

値で表わす.地 表波 サー ビスの場合,た と

えば,同 一 チ ャンネル混 信保護比 は30と

い うことで計算 した.

Emは 電界 強度の最小値.厳 密 には人工雑 音

も加 味 した値 を採用 すべき だあ るが,主 管

庁会議 では これを省略 した.

CCIR勧 告499と 異 な る点 であ る.

この 瓦 とい うのは,局 ごとに異 な る値にな る.局 の

サー ビスエ リアはEuで きま って くる.Euが 高 ければ

高 いほど,そ の局 が他か ら受 け る混信がひど くサー ビス

エ リアが狭 くな る.Euが .Enomに等 しくできれば理想 的

であ るが,第2会 期 において作成 された周波数割 当計 画

において,わ が国の局 でEuがEnomに な った ものは皆

無 である.

表1　 わが国および近隣諸国の要求状況

注1. 既設局 の欄 における()内 は電力 の変更局数 を示す.

注2. 日本 の変更局 は次 のとおり.

1) 福 島N1,N2 0.1kW→1kW,萩KRY 0.1kW→1kW ,宮 古RBC 0.5kW→0.1kW 2) 秋 田ABS 3kW→5kW

3) 名古屋N1 10kW→50kW 4) 札 幌 東京,大 阪,福 岡N1 100kW→300kW ,札 幌N2 100kW→500kW,東 京,大 阪N2 300kW→500kW
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4.　 周 波数 割 当 計 画 の作 成

第2会 期の 目的 は第1地 域 と第3地 域 における中波放

送および第1地 域 にお ける長波放送 の周波数割当計画を

作 成す ることに あった.第1会 期で決め られた様式 に則

って 各 国は1975年5,月 まで にIFRB(周 波数 登 録委員

会,International Frequency Registration Board)に 周

数波要求を提出 した.第2会 期で審議す るための素材で

あ る.

(1) 各国の周波数要求

IFRBで は,5月12日 まで受 領した約100カ 国の周波

数要求を とりまとめて各国に送付 して きた.中 波放送 に

ついて は要求局数が計画局 も含めて約10,000局 であっ

た.第3地 域についていえば,要 求提 出国25力 国.台

湾 は中国の要求の なか に含 まれてい るということと,ク

メール,北 朝鮮,北 ベ トナムの要求が含 まれて いないと

い うことを特徴 と しなが らも,多 数 の計画局特 に1,500

kWも の大電 力局の要求がわが国近隣国か ら提 出されて

い ることに驚か された もので ある.

表1を みればわか るとおり,わ が国 の周波数要求 は沖

縄県石垣市 に設 置予定 の低電力 の2局 を除 いてすべて既

設局(VOA,FENを 含む)で あるの に,近 隣諸 国の要

求に は,計 画局が相当多い.す べての要求 は9kHzの 整

数倍の 搬送周波数 に な ってはいたが,波 数120の なか

に10,000局 余 の要求 をいか に調整 し周波数割 当計画 と

して はあ ごむか ということが第2会 期 におけるきわめて

むずか しい仕事で あった。

第1会 期 でわが国の努力 によ り搬送周波数 が統一 され

る ことにな ったので,ビ ー ト混信 は解消 し,そ の分 だけ

各局 のEuは 減少 す るが,新 設 あ るいは増力 のために提

出 した要求 があま りに も多いので,そ れ によるEuの 増

加 は ビー ト混信解消 によ るEuの 減 少を くいつ ぶす とい

うことが予想 された.第2会 期 の周波 数割 当計画作成 の

ポイ ン トは,各 局のEuを ど こまで下 げ られ るか とい う

点 にあ った.あ る局 のEuを 下 げるには,混 信源 にな る

他 国の局 を止 めさせ るか,周 波数 を変えさせ るか,電 力

を下 げさせ る等 の交渉 が必要 なのであ る.

約10,000局 におよぶ周波数要求相互の混信関係を計

算 して調 整を繰返す とい う作 業は人手 では不可能 であ っ

た.第2会 期 ではITUが 準備 した コ ンピュー ターが フ

ルに活 躍 した.ま たわが国代表団 は,会 期中,ジ ュネー

ブでIBMの コンピュー ターを独 自に レ ンタル して,わ

が国放送局が受 ける混信の可能性のチ ェ ック,各 種デー

タ整備等に活用 した.

(2) 北 朝鮮の周波数要求

第1お よび第3地 域の周波数割当計画 を作 る以上,一

般的 にはこの地域のすべての国を包含す る計画が望ま し

いが,現 実には,会 議に参加 しなか った国がかな りあ っ

た.不 参加国は次のよ うな国であ る.

(a)　 ITUメ ンバーで,会 議に 出席 しないが 周波数

要求 は提 出 した国:北 朝鮮(第2会 期 開催直前 の9.月24

日に国際電気通信条約 に加入),ビ ル マ,南 ベ トナム(た

だ し,南 ベ トナムの要求 は旧サイゴ ン政権時 代に提 出さ

れた)等

(b)　 ITUメ ンバーで,会 議 に出席 せず,周 波数要求

も提 出 しなか った国:ク メール

(c)　 ITUメ ンバーでない国:北 ベ トナ ム等

わが国に とって関心の深 い北 朝鮮 か らは,周 波 数要求

が11月3日 にIFRBに 届 いたが,代 表参加 は実現 しな

か った.1,000kW以 上4局,100～500kW17局,10～

50kW19局,1～5kW59局 とい った 具合 に膨大 な要求

(表1参 照)を 提出 しただ けで,調 整に応 ず る姿勢にはな

か ったわ けであ る.

北朝鮮 のように要求だ けを提出 し代表参加のなか った

国 についての会議にお ける一般的扱い としては,日 本 の

主張を入れて,他 国 と調整を要す る局 については,今 後

IFRBを 通 じて調 整す ることとな った.今 回でき上 った

周波数割当計画に含まれた北朝鮮の局は67波67局 であ

り,今 後関係国 と調整 を要す るもの は,大 電力を中心に

32波32局 で ある.

(3)　 LPCの 設定

今 回の地域合 同主管庁会議 でLPC(小 電力 チャ ンネル

Low Power Channel)と い うものが設定 された.す な

わ ち,1,485kHz,1,584kHzお よび1,602kHzの3波 で

ある.LPCと いうのは,最 大実効 輻射電力 が1kWで,

周辺諸国 と簡易 な調整手続 きで使用で きるチ ャ ンネルの

ことで,国 境(海 をはさんだ場合 には,海 上伝搬路 の中

点)で の電界強度が0.5mV/m以 下 とされ ている.

わが 国は 日本海側 に1本 の国境線 があるだけで あるか

ら,LPCと いうのは比較的 に条件 の良 いチャ ンネル と も

いえる.1kW以 下 の局 を8割 もかか える わが国と して

は,で き るだけLPCを 多 くす る ことを望 んで いたので

あるが,中 国,ソ 連等 が この種 のチ ャンネル設定 に反対

した経 緯 もあ り,3波 に落着 いた ものであ る.ま た,中

国,オ ース トラ リア等 は国境 での電界強度 が0.5mV/m

にお さま るな らば,必 ず しも実効輻射電 力は1kW以 下

でな くて もよか ろうと主 張 したが,わ が国 は将 来それが

突破 口とな ってLPCで も混信増加につなが ることをお

それ,1kW以 下 を強 く主張 したので あった.

(4)　 昼夜間 における搬送波電力 の切替え

周波数割 当計画作成 のため の技術基準 と して は,第1

会期 で決あ られた ものにほ とんど準拠 したので あるが,
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第2会 期で新た に追加 された ものが ひとつ ある.そ れ は

昼夜間 における搬送波電力の切替えで ある.中 波 にお け

る国際的 な混信 はほとんど夜間だ けが問題で あるか ら,

夜間電力 を低減 した り,昼 間だ けの運用 に限 られ るなら

ば,周 波数調整 も比較的 に楽 になる.し か しなが ら,昼

間,夜 間 といって も,季 節,場 所 によって,境 目の時間

が大 き く変化す るので,実 際 の採用 には慎重 な配慮が い

る.

CCIRで も,わ が国の電波技術審議会で も鋭意検討 は

して いたので あるが,電 波監理技術 の問題 もあ って必ず

しも積極 的に採用すべ しという声 は上 って いなか った.

しか しなが ら,膨 大 な周波数要求 を2国 間交渉等で調整

す るには,こ の方法 も採用 しないことには交渉 は行 き詰

ま りで あった.急 き ょア ドホ ックグループ(議 長:西 ド

ィツ)を 設 けて検討す る こととなった ので ある.

西 ドイツか ら提案 され た,図1の カーブが基礎 になっ

た.こ れ は地方時 を基準 に,緯 度 をパ ラメーターと して

昼間 だけ運用す る局が他 に与 える混信 は20dB低 くなる

との前提で季節 ごとに昼間 を定義す るカーブで ある.た

とえば この図か ら,温 帯地域(緯 度30°～60°)で は太線

で示す1本 のカーブが代表 して もよいという結論 を引き

出 した もので ある.こ の太線 のカーブを使 って昼間,夜

間 の時 間を関係主管庁 の合意 がある場合 に規定 して搬送

波電力 を切替 える こととした わけで あ る.

(5)　 近隣諸 国との周波数調整

わが国は島国で,し か も太平洋側 には隣接 す る国 もな

い.し たが って,電 波 利用 上は比較的 に恵 まれた条件下

におかれてい るわけであ る.し か し,日 本海 を隔てて隣

接す る韓 国,北 朝鮮,中 国,ソ 連 とい った国々の中波放

送 に対す る周波数要求 は表1に 示す とお り,か な り膨大

な ものであ ったために,そ れによ って引き起 こされるか

も しれ ない混信 問題 は相 当由々 しい もの にな ることが予

想 された.す なわ ち,こ れ らの国 との周波数調整が,わ

が 国にとって最 も重要 な問題で あった.し か しなが ら,

すで に述べた ように,北 朝鮮か らは代表 の参加 はなか っ

たので2国 間交渉 はで きなか った.

それ に して も,近 隣国の周波数要求 のなか には技術的

にみて不合理 な もの もい くつ かあった.自 国民 に自国の

番組 を既存放送体制 の もとで提供す るために必要 と思 わ

れ るよ り,は るかに大 きな もの も含 まれていた.特 定 国

か らの放送波 が 自国で受信 できないよ うにす るため とお

ぼ しき局 もい くつか含 まれていた.こ の点 を指摘 して も

各 国 とも放送 の実施 に関 しそれぞ れの主権 を有 し,情 報

政策 であ るといわれれば,そ んな局は不要 であろ うとは

反論 できず,搬 送波電 力の低減(夜 間のみの減力 を含 む)

指 向性 ア ンテナ導入等 によ り技 術的にわが国に対す る混

信程 度を下 げ ることを要請 す るしかなか った.

2国 間交渉に当 っての調 整の物差 しについて簡単にふ

れてお くことも必要 であろ う.オ ース トラ リアの検討結

果 によ るものであ るが,ア ジア ・オセアニア地 域の周波

数 要求 を分析 してみ ると,各 局の実用電界強度Euの 平

均 値は,公 称電界強度Enomよ り11dB高 い ところにあ

るので,こ の平均 的Euを 基準に調整 しよ うとい うこと

にな った.わ が国 と近 隣諸国のEnomは71dBで あ るか

らEu=85dBを 目標に各局 の実用電界強度を下げ る作業

を しよ うとい うことにな ったのであ る.こ れ はとりもな

お さず第目会期 できま った計画作成 の基 準 として各国の

合 意によ って決ま る最低電 界強度値Enomの か さあげ と

い うことを意味 した,交 渉 も無 限に重 ねれば各局等 し く

この値にす ることもで きたであろ うが,い ろい ろの制約

があ り,必 ず しも満足な交渉ができた とはいえない.し

たが って,わ が国の局 でEuの 値が90dBを 越 え ること

にな るものさえ も残 ることとな った.

韓国,中 国および ソ連 との交 渉結果,相 手 国の とった

措 置を総括的にま とあ ると次の とお りであ る.

(a)　 要求 搬送波電 力を低減(夜 間のみの減力を含む)

した もの:20局(夜 間におけ る低 減電力約2,600

kW相 当)

(b)　 要求周波数を変更 した もの:8局

(c)　 指向性ア ンテナを採用 した もの:17局(約2,100

kW低 減)

なお,交 渉に よってわが国が とることにな った措置 と

して は,要 求 搬送波電力を低減 した もの(増 力計画の中

止)4局(NHK札 幌 第1,大 阪 第1,第2お よび福岡第

1.合 計で800kW低 減 昼夜 とも),要 求周波数を変更

した もの4局 で ある.

この他に外国混信を少な くす るため 自らの措置で要求

図1　 夜間の最大混信 レベルより20dB低 くなる時間をも

って昼間を定義するカーブ
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周波数 を変更す ることと した もの40局,LPCに 組 み込

むた めに周波数 を変更す る もの70局 がある.さ らに民

放 の1kWの 親局7局,3kWの 親局1局 およびNHK

第1の1kW親 局4局 を,と もに5kWに 増力 した,国

際的周波数割 当計画上で新規 に追加 した局 もある.そ れ

は民放 の中継局(同 期放送)と して1kW×1,100W×

11で ある.ま た民放 の親局50kW局1局 を追 加 した

が,こ れ は沖縄 のVOAを 廃止す ることに伴 うもので,

VOAの 波で追加 した局が運用を開始すれば,民 放の親

局50kW局1局 は廃局 とな る.

これ らの結果,わ が国 の使用 チャ ンネル数 は105波 か

ら109波 に増え,局 数 も496局 か ら509局 にな った.

5.　 む す び

今回の地域合同主管庁会議 において作成 され た協定 は

日本時間で1978年11月23日 午前9時1分 に発 効 し,

協 定の 有効期間 は11年 間 であ る.し たが って,今 回 の

会 議で はこの期間の枠内で ひとつの秩序を第1地 域 と第

3地 域の中波放送界 に設 けたことになる.

この秩序 とはそも何で あるのか,わ が国の局 はどうな

るのか.今 回の会議でわが国の中波放送局で廃局を強い

られ るもの はなか った.要 求の段階で105波 で あった も

のが,Euを 小 さ くす るための作業の結果,109波 に増え

もした.し か し近隣国 とて同 じ く廃局 した もの はない.

両地域が約10,000局 の要求 はその まま周波数割 当計

画 に含まれた,し か も波数 は120波 しかないのであ る.

もち ろん搬送波電力の低減等 はあった.し か し,物 理的

に計画局 が現実に電波を発射す る段階を想定す ると,搬

送 周 波 数 統 一 に よ る ビー ト混 信 解 消 とい う メ リッ トだ け

で は カ バ ー し きれ な い プ ログ ラ ム混 信 増加 とい う事態 が

待 って い るだ ろ う とい う こ とで あ る.

で も,野 放 しに して お け ば混 信 で ど うに もな らな くな

るで あ ろ う将 来 の 中波 放 送 に一 応 の秩 序 を設 け,協 定 の

枠 内 で調 整 を 図 る道 が 開 け た.い ま まで な か った こ とで

あ る.し か し,夜 間 の混 信 限 界 につ い て は従 来 の値 よ り

つ り上 げ ざ るを得 な か った とい う ことで あ る.こ れ は 中

波 放 送50年 の歴 史 が迎 え た ひ とつ の転 機 で あ ろ う し,

equal rightを 主 張 す る開 発 途 上 国 側 に い わ せ れ ば 歴 史

の必 然 か も しれ な い.

だ か ら とい って,中 波 は駄 目 だ と は ど の 国 もい って い

な い.中 波 放 送 の技 術 的側 面 を充 分 わ き ま えて 活 用 を図

れ ば,こ の媒 体 の魅 力 は そ う簡 単 に損 われ る こと が な い

とい う認 識 が あ る か らで あ る.(昭 和51年2月13日 受付)
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今 月 の 表 紙

新 製 品　 3管 式 ハ ン デ ィー カ ラ ー カ メ ラ

BVP-100¥ 9,65 0,000
(プランピコン付)

本機 は、小型 ・ハンディーな放送用3管 式カメラで プランピコン

またはサチコンいずれ も使 用で き、ソニー独 自の水平 ・垂 直輪郭

補 償回路 を組込 むことがで きる最 高級 カラーカメラです。放送用

ポータブルビデオカセットレコーダーBVU-100と 組 合 わせて特 に

ENG取 材用の使 用に適します。

システム構成 は、カメラヘッド、ビューファインダー、バ ックパ ック

(カメラ制御 ユニット、DC駆 動)、 カメラケーブル(3M)か ら成 り、

オプションのベースステーション(BS-100)を 備 えると外部同期結

合 、カメラの遠隔操作 も可能です。

資料のご請求 は 〒243神 奈川県厚木市旭町4-14-1
ソニー株式会社 ビデオ事業部営業部 電話0462-20-5932(代)

大阪営業所 電話06-532-3337(代)
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